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序     文 

 
日本国政府は、カンボジア国からの技術協力の要請に基づき、淡水養殖改善・普及計画

にかかる事前評価調査を行うことを決定しました。（要請時の名称は淡水養殖研究・普及計

画）。 

これを受け、独立行政法人国際協力機構では平成 16 年１月と３月に、事前評価調査団を

派遣し、本プロジェクトの要請背景等についてカンボジア国政府関係者と協議を行うと共

に、関係施設・資機材の調査や関連資料の収集等を行いました。また、その後の国内作業・

案件内容の検討を経て事前評価調査結果を吟味し、平成 16 年 12 月には実施協議調査団を

派遣し、本件実施内容の詳細にかかる確認をカンボジア国政府関係者と行いました。その

後、両調査団による調査結果の整理作業等を経て、その内容を本報告書に取りまとめまし

た。 

同報告書が本計画の推進に役立つと共に、両国の友好・親善の一層の発展に寄与するこ

とを期待します。 

終わりに、本調査にご協力とご支援を頂いた関係者の皆様に対し、心から感謝の意を表

します。 

 

平成 17 年４月 

独立行政法人国際協力機構 

農村開発部長 古賀 重成 

 



プロジェクトの位置図 
 

プロジェクト対象地域：カンボジア南部 4 州 
（プレイヴェン州，タケオ州，カンポット州，カンポンスプー州） 



写  真 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

カンボジアの典型的な農村の風景。稲田が広がる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

種苗生産農家（中核農家）の一例。一部コンクリートを施した立派な池を有し 
家屋の横には小規模種苗生産施設が設置されていることが分かる。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

小規模養殖農家の養殖池の一例。稲田を転用した素掘池も多い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アジア工科大学（AIT）のプロジェクトにより設置された共有池の一例。 
池内の魚は漁獲禁止である旨の標識が立てられている。 

 



略語一覧 
 

略   語 意   味 
AARM （Aquaculture and Aquatic Resource 
Management） 

アジア工科大学が実施する養殖・水産資源管

理プロジェクト 
ADB （Asian Development Bank） アジア開発銀行 
AIT （Asian Institute of Technology） アジア工科大学 
APIP （Agriculture Productivity 
Improvement Project） 

FAO が実施する農業生産性向上プロジェクト

ASEAN （Association of South-East Asian 
Nations） 

東南アジア諸国連合 

BSPRC （Bati Seed Production Research 
Center） 

バティ種苗生産研究センター 

CCFRC （Charang Chamures Fisheries 
Research Center） 

チャランチャムレス水産研究センター 

FAO （Food and Agriculture Organization） 国連食糧農業機関 
GNP （Gross National Product） 国民総生産 
JICA （Japan International Cooperation 
Agency） 

独立行政法人国際協力機構 

JIRCAS （Japan International Research Center 
for Agricultural Sciences） 

独立行政法人国際農林水産業研究センター 

M／M （Minutes of Meetings） 議事録 
MRC （Mekong River Commission） メコン川委員会 
NGO （Non-Governmental Organization） 非政府組織（民間非営利団体） 
PCM （Project Cycle Management） プロジェクト・サイクル・マネージメント 
PDM （Project Design Matrix） プロジェクト・デザイン・マトリックス 
R／D （Record of Discussion） 討議議事録 
 



事業事前評価表（技術協力プロジェクト） 

 
１．案件名 
カンボジア国淡水養殖改善・普及計画 
 

２．協力概要 
（１） プロジェクト目標とアウトプットを中心とした概要の記述 ： 
カンボジアでは、洪水や旱魃のような自然災害などの影響を受け農業生産性が低いた

め、農家の家計収入源は限られ、栄養摂取も十分でない状況にあり、農家の食生活の改善

と生計の向上が緊急の課題となっている。他方、農業と並行して実施が可能で、タンパク

供給源及び現金収入源となりうる淡水魚養殖に対する農民の期待は極めて高い。このよう

な状況を受け、本プロジェクトは、農民の栄養改善と生計の多角化の視点から、養殖生産

性の低いカンボジア南部４州の小規模零細農民に対し、JICA がこれまで東南アジア諸国で

蓄積してきた内水面養殖の技術を基に、地域種苗生産農家の育成を通じて、低投入で簡便

な小規模養殖の普及を図ろうとするものである。養殖形態としては、農民が比較的容易に

育成できる魚種を選択し、溜め池、灌漑水路、水田等を利用して行う。また、有効性、効

率性及び自立発展性を高めるため、モデル村落内の既存養殖農家の中から、地域農民間で

の養殖普及の拠点となる種苗生産農家を育成し、展示波及効果を狙うとともに、農民間で

の技術普及を推進する。更に人間の安全保障の視点から、土地なし最貧農民*1 にも広く裨

益するよう、村落の共有池などにおける増養殖についても、技術的支援を行う。 
 
（２） 協力期間 ： 2005 年 2 月～2010 年 2 月（５年間） 
（３） 協力総額（日本側）： 約 5.5 億円 
（４） 協力相手先機関 ： カンボジア農林水産省水産局 
（５） 国内協力機関 ： 埼玉県農林総合研究センター水産研究所、東京海洋大学 他 
（６） 裨益対象者及び規模 ： 

(a) 対象地域  
カンボジア南部４州（プレイヴェン州，タケオ州，カンポット州，カンポンスプー

州） 
(b) 対象者  

小規模農家約 4400 戸（うち既存養殖農家 2000 戸） 
土地なし最貧農民約 2000 戸、地域普及員（州レベル）約 20 名 
 

                                            
*1 小作農民及び季節雇いの農業労働者をいう 



３．協力の必要性・位置づけ 
（１） 現状及び問題点 
カンボジアでは、1991 年 10 月まで 20 年以上にわたり内戦等の混乱が続き、多くの人命

が失われ、多数の国民が難民として流出した。このため、知識階級、指導者層の人材が著

しく減少し、人的資源の量的質的低下が顕著となった。また同国では、内戦によって社会

資本や農地及び自然環境が破壊されたことに加えて、地雷や不発弾が農村地域における内

戦後の復旧を阻害しており、人間の安全保障や貧困に係る課題を数多く抱えている。同国

の 2000 年の一人当たり GNP は 253 米ドル*2と、周辺諸国と比較してもその水準は極めて

低い。また 1997 年時点の貧困ライン*3以下の人口割合は、カンボジア全体で 36.1％、農村

部では 40.1％*4と高い。 
カンボジアでは約８割以上の国民が農業に従事し、その生計を米の生産に依存してい

る。しかし、灌漑施設が不十分であることや、洪水や旱魃が頻発することなどから、米の

生産性は低く、農家の生計の多角化が重要な課題となっている。また、カンボジア農村部

における稲作では、その大部分が天水田であるため、雨季及び乾季の水の制御が難しく、

生産は不安定なものとなっている。農家の生計を向上させるためには、米の生産性の向上

とともに、乾燥に強い作物を導入した二毛作や多年生の果樹栽培、更に淡水養殖等を組み

合わせた総合的な営農が有効な対策と考えられる。 
カンボジアにおいては、水産物（淡水魚）は容易に入手できるタンパク食料の一つであ

り、動物性タンパク質摂取の 75％以上を水産物に依存している。しかしながら、水産物の

生産は、メコン川やトンレサップ湖周辺に限定されているため、他の農村地域では、貴重

なタンパク源である淡水魚の供給が慢性的に不足しており、農民の栄養改善を妨げる一要

因となっている。また、国民の嗜好性からも、淡水魚に対する需要は大きく、農村地域で

は、タンパク供給源及び現金収入源として、水田、水路、溜め池等を利用した小規模養殖

に対する関心は極めて高い。カンボジアにおける淡水養殖生産量は、プノンペン等大消費

地の市場に水産物を供給するメコン川流域の生簀養殖の増産により、1990 年の 6,400 トン

から 2000 年以降 14,000 トンに増加したが、他の農村地域に魚の供給を可能とする溜め池

養殖の普及は、立ち遅れたままとなっている。この原因としては、安価で優良な種苗の不

足と、基本的な養殖改善に関する知識及び経験の不足が挙げられる。 
過去において、アジア工科大学もカンボジアで養殖・水産資源管理プロジェクトを実施

しており、一部の地域では種苗生産農家が新たに育ったことにより、種苗の販売を通じて

小規模淡水養殖の普及が見られた。しかし、プロジェクト自体が事例研究を主体としてい

たため、普及した地域も限定的で、地域普及員も、農村地域における小規模養殖普及の実

際的な現地指導の経験を有していない。そのため、カンボジア政府からは、実地研修によ

る地域普及員の能力向上を含め、天然餌料を利用した粗放的な養殖技術の改善と普及が強

く要望されている。 
 
（２） 相手国政府国家政策上の位置づけ 

                                            
*2 カンボジア経済財政省 2000 年資料 
*3 1997 年時点におけるカンボジアの貧困ラインとは、プノンペンで 0.62 米ドル／日，その他都市部で 0.48 米ドル／日， 

農村部で 0.41 米ドル／日と定義されている。（平成 12 年度 経済協力評価報告書） 
*4 カンボジア計画省 1997 年資料 



カンボジアの第 2 次社会経済開発５カ年計画（2001～2005 年）では、内水面漁業の分野

において将来的な増産が期待されるのは稲田養殖と溜め池養殖であるとして、農村地域に

おける小規模養殖を振興し、養殖生産量を増加させることを目指している。また同計画で

は、開発優先課題として栄養改善と所得向上を挙げており、本プロジェクト目標は、これ

らの政策と一致する。 
 
（３） 我が国援助政策との関連、JICA 国別事業実施計画上の位置づけ 
我が国の対カンボジア国別援助計画では、持続的な経済成長と安定した社会の実現を目

指すため、「農業・農村開発と農業生産性の向上」を援助重点分野としており、淡水魚の

養殖の技術向上をその主要な取り組みとして挙げている。更に、JICA のカンボジア国別事

業実施計画では、「農業・農村開発」における「畜産業及び漁業の振興」を優先開発課題

の一つとしており、本プロジェクト目標は、これらの援助政策等と合致している。 
 

４．協力の枠組み 
本プロジェクトは、カンボジア農村部における生計の多角化と、土地なし最貧農民を含

む小規模農家の栄養改善に寄与するために、稲作と並行して実施可能な養殖を農家に広く

普及させることを目標として実施する。具体的には、まず対象４州の地域普及員とともに

モデル村落を選定し、潜在能力の高い既存養殖農家を、地域における養殖普及の拠点とな

る種苗生産農家として育成する。育成された種苗生産農家は、地域普及員とともに小規模

農家に養殖技術を農民間で普及し、地域における養殖普及ネットワークを構築する。種苗

生産農家は、生産した種苗の販売と、顧客確保の視点から、必然的に養殖農家数の拡大と

技術支援を行うため、政府の支援に過度に依存しない積極的かつ自立発展的な養殖普及が

期待される。対象地域では乾季に水が不足するものの、雨季（増水期：5 月～10 月）に溜

め池に供給された天水を利用して養殖に取り組むことが可能である。また、人間の安全保

障の視点を踏まえ、集落に存在する共有池を用いた種苗放流による増殖を行う。これによ

り、養殖を自営することのできない土地なし最貧農民の栄養改善に寄与することが期待さ

れる。 
なお、指標における数値のうち対象村落に係る指標（養殖生産量、農民グループ数）は、

プロジェクト開始直後に実施されるベースライン調査の結果を基に設定される。 
 
〔主な項目〕 
（１） 協力の目標（アウトカム） 

① 協力終了時の達成目標（プロジェクト目標）と指標・目標値 
目標：対象地域において、小規模養殖技術が広く普及する。 
指標・目標値：プロジェクト対象４州で、小規模農家が既存の 2000 戸から 4400 戸

に増加する。 
② 協力終了後に達成が期待される目標（上位目標）と指標・目標値 

目標：対象地域において、養殖生産量が増加する。 
指標・目標値：対象村落の養殖生産量が○倍になる。 
 

（２） 成果（アウトプット）と活動 



成果１： 既存小規模養殖農家の技術改善により、種苗生産農家が育成される。 
1.1 先行している類似プロジェクトの成果をレビューし、対象州の農村における養殖

の現状と課題を整理し、改善点を取りまとめる。 
1.2 ベースライン調査を基に、種苗生産農家を育成する村落（モデル村落）を選定す

る。 
1.3 地域普及員他と協力して、モデル村落の既存小規模養殖農家に対し種苗管理及び

育成管理他を支援しながら、種苗生産農家の候補を選定する。 
1.4 種苗生産農家の候補に対して、地域普及員他と協力して、親魚、池及び種苗の管

理と販売の指導を行いながら、種苗生産農家として育成する。 
（指標）20 戸の種苗生産農家が、独自に種苗生産を行うようになる。 
 
成果２： 小規模養殖技術とその普及手法が、改善される。 
2.1 地域普及員の養殖普及に係る実際的な指導能力を強化する。 
2.2 技術改善を支援するための、小規模試験施設を強化する。 
2.3 小規模試験施設において、現地に適合する小規模養殖技術を比較し、検討する。

（指標）現地に適合する、小規模養殖技術及びその普及に関するマニュアルが作成さ

れる。 
 
成果３： プロジェクト対象地域で、土地なし最貧農民が裨益する養殖関連活動が 

振興される。 
3.1 農村部の共有池に、種苗及び親魚を放流する資源増殖活動を行う。 
3.2 共有池管理体制を整える。 
（指標）20 の共有池で、増殖活動が独自に行われるようになる。 

 
成果４： 農村部における養殖普及ネットワークが構築される。 
4.1 種苗生産農家及び地域普及員と協力して、モデル村落における農民間養殖技術普

及計画を策定する。 
4.2 対象となる小規模農家に対し、種苗生産農家が中心となり、プロジェクトで改善

された養殖技術を農民間で普及し、小規模養殖農家を育成する。 
4.3 農村地域に種苗・養殖関連資材の供給及び技術情報の提供を通じて、小規模養殖

農家のグループ化を促進する。 
4.4 学校における教育活動に、養殖を導入する。 
4.5 小規模養殖農家の養殖事例を集約し、対象州における農民間養殖技術普及計画を

策定する。 
（指標）2400 戸の小規模農家が、独自に養殖を行うようになる。 

○の農民グループが、独自に組織活動を行うようになる。 
 
（３） 投入（インプット） 

① 日本側（総額 約 5.5 億円） 
a) 専門家派遣 
（滞在型３名）ﾁｰﾌｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ／普及行政、養殖技術改良普及、村落開発／業務調整 



（短期）親魚育成／種苗生産、参加型計画、餌料開発、共有池管理、ジェンダー主流

化、養魚流通、施設設計、入札支援／施工監理 他 
b) 供与機材 

車輌や各種養殖資機材等。 
c) 研修員受け入れ 

日本あるいは第三国での研修に、毎年２～３名受け入れる。 
d) プロジェクト活動費 

 
② カンボジア国側 
a) カウンターパート 
（地域社会）新規種苗生産農家，共有池管理組織（者） 
（政府）水産局、州水産事務所、バティ種苗生産研究センター（BSPRC）から適切

な人数のカウンターパートと、管理部門のスタッフを配置する。 
b) 建物・設備・機材 
プロジェクトに必要な事務室、会議室、研修室、研究室、養殖池。 

c) プロジェクト活動費 
 

（４） 外部要因（満たされるべき外部条件） 
  上位目標及びプロジェクト目標達成のための外部条件は、下記のとおりである。 
・ 養殖魚の価格が大きく下がらない。 
・ 深刻な魚病が発生しない。 
・ 極度の旱魃や洪水などの自然災害が影響を及ぼさない。 

 
５．評価５項目による評価結果 
（１） 妥当性 
本案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

・ カンボジア政府は、社会経済開発優先課題に所得向上と健康改善を挙げており、本案

件はその改善に貢献するものである。また、カンボジアにおいて淡水魚は、容易に入

手可能な需要の大きいタンパク食料の一つであり、同国漁業セクター第２次５カ年計

画（2001 年～2005 年）では、魚類養殖生産量の 300％の増加を目標とし、淡水養殖を

タンパク質の不足と貧困緩和の方策として位置づけている。 
・ 我が国の対カンボジア国別援助計画の「農業・農村の開発」並びに JICA 国別事業実施

計画の優先開発課題である「農業・農村開発」に合致している。 
・ プロジェクトが対象とする４州の農村地域は、メコン川やトンレサップ湖から離れて

おり、淡水魚の供給が限られている。また、洪水や旱魃などから農業生産性が低く、

タンパク供給源及び現金収入源の創出手段としての内水面養殖、その普及に対するカ

ンボジア政府の協力要望は強い。 
・ プロジェクト対象地では、農業（稲作）が基幹産業であるが、淡水養殖は、低投入か

つ簡便に小規模で実施でき、雨季（増水期）における水資源を利用しながら農業との

両立が可能であるため、農家の生計を多角化させる一手段として有効である。 
・ 本案件では、規模と地域は限定されるものの一定の成果を収めたアジア工科大学プロ



ジェクトの先行事例を基に、種苗供給源や技術情報伝達源となる種苗生産農家を、既

存養殖農家の中から育成する実現性の高い協力手法を適用している。 
  
（２） 有効性 
本案件は、以下の理由から高い有効性が認められる。 

・ 政府の財政的支援が多く望めないカンボジアにおいて、本案件は、農村地域における

低コストで持続的な内水面養殖モデルの改善と普及を、農民間で段階的に行うことを

計画している。そのため、急激な所得向上にはつながらないものの、確実な養殖技術

の普及によるタンパク食料の増加や生計の向上が期待でき、プロジェクト目標及び上

位目標の達成が見込まれる。 
・ 既存の養殖種を対象としており、新規導入種に比べ基礎的な生態に関する情報が蓄積

されており、魚病などに対するリスクは低いと見込まれる。 
・ プロジェクト目標及び成果の達成度を測る小規模養殖農家の数や淡水魚生産量などの

主な指標は、プロジェクトによりモニタリングされる。そのため、プロジェクトの達

成度が明確かつ客観的になるとともに、軌道修正など柔軟な対応を行うことが可能で

ある。 
 
（３） 効率性 
本案件は、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

・ 日本は、東南アジア諸国で粗放的な内水面養殖の技術開発プロジェクトを実施し、人

材を育成してきた。専門家の投入及び研修については、育成された人的、組織的資源

を活用することが可能であり、効率的な事業実施が見込まれる。 
・ 本件業務実施候補団体は、カンボジアをはじめ周辺の ASEAN 各国における数多くの

淡水養殖分野での専門家派遣及び各種調査に従事した経験を有しており、本件実施に

当たっても、過去の案件実施により得られた知見やネットワークが活用できる。 
・ 本案件では、本邦からの専門家をプロジェクト期間の前半に集中的に派遣し、その後

の成果の発現状況を見極めながら、徐々に現地で育成された人材を代替として活用す

ることとしており、プロジェクトへの投入の効率が高まる。 
 
（４） インパクト 
本案件の実施によるインパクトは、以下のとおり期待される。 

・ 本案件は、農民間での養殖技術の普及体制の形成を目的としており、プロジェクト終

了後もプロジェクト成果が地域に波及し、タンパク食料の増加や生計の向上が見込ま

れることから、プロジェクト上位目標の達成が期待される。 
・ 現在、カンボジアの内水面養殖や淡水魚の漁獲は、メコン川流域及びトンレサップ湖

に概ね限定されているが、他地域の農村における内水面養殖の普及は、国内の地域間

格差の是正に資する。 
 
（５） 自立発展性 
 本案件の自立発展性は、以下のとおり期待される。 
・ 本案件は、従来型の政府主導による普及手法ではなく、種苗生産農家が自ら生産した



種苗の配布販売を通じて、養殖技術を農民から農民へと普及する仕組みづくりの構築

に重きを置いている。この手法を取り入れることにより、政府の支援に過度に依存し

なくても養殖振興が可能となり、構築された農民間の養殖普及ネットワークが、本プ

ロジェクトの終了後も自立発展していくと期待される。 
・ 養殖普及ネットワークの構築手法が普及員に移転されるため、プロジェクト終了後に

は、類似する他地方の養殖事業に応用されていくと期待される。 
・ プロジェクトを通じて、日本の技術だけでなく、日本の技術協力の成果として広まっ

た東南アジア諸国の技術と経験を活用することにより、現地の実情とニーズに適応し

た技術協力が可能となり、高い持続性が確保されるものと期待される。 
 
６．貧困・ジェンダー・環境等への配慮 
（１） 貧困：本案件では、農村地域における小規模農家の生計向上と栄養改善を目指し

ており、貧困削減に寄与する。 
（２） ジェンダー：プロジェクト活動においては、常にジェンダー主流化の視点に留意

し、小規模養殖経営や養殖普及への男女共同参画を奨励する。 
（３） 環境：本案件では、カンボジアの自然条件を考慮し、低投入で行える適正養殖技

術の開発に取り組むことから、環境への負のインパクトは小さい。また養殖対象

とする魚種に配慮し、生物多様性保全の視点からも現状の生態系保全に努める。

 
７．過去の類似案件からの教訓の活用 
（１） アジア工科大学（AIT）の養殖・水産資源管理プロジェクト（1994 年～2004 年）

上記 AIT のプロジェクトでは、地域小規模養殖農家の中から先進的な小規模養殖農家を

選抜し、研修などを通じて種苗生産技術を習得させ、地域の種苗供給源や技術情報源とな

る種苗生産農家として育成することが、養殖普及には有効であるとしている。本プロジェ

クトでは、AIT プロジェクトの教訓を受け、養殖普及ネットワークの構築にあたり、まず

対象地域に 20 の種苗生産農家を先行して育成する。また、事例研究が主体の AIT プロジ

ェクトでは、積極的に取り組まれなかった「種苗生産農家が自ら生産した種苗の配布販売

を通じ養殖技術を農民から農民へと普及する体制の構築」を、本プロジェクトでは事業の

中核に据えて、技術を広範に普及させていく計画である。 
（２） JICA のインドネシア淡水養殖振興計画（2000 年～2005 年） 
（３） 国連食糧農業機関（FAO）のラオス地域養殖開発プロジェクト（1997 年～2000 年）

上記両プロジェクトでは、小規模農民への養殖技術の普及には、実際の農家の現場で行

う実証試験や成功事例の展示、他の先進農家の視察が有効であるとしている。本プロジェ

クトでは、この教訓を受け、商業インセンティヴが働く種苗生産農家に着目して、農家間

の研修や視察を重視し、政府の支援に過度に依存しない農民主体の養殖普及ネットワーク

を構築し、自立的かつ効果的な養殖技術普及を図っていく計画である。 
 
８．今後の評価計画 
（１） プロジェクト開始後３年経過時点（2007 年度：中間評価） 
（２） プロジェクト終了の半年前（2009 年度：終了時評価） 
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第１章 事前評価調査の概要 
１−１ 調査団派遣の経緯と目的（要請の背景） 

カンボジアでは、1991 年 10 月まで 20 年以上にわたり内戦等の混乱が続き、多くの人命

が失われ、多数の国民が難民として流出した。このため、知識階級、指導者層の人材が著

しく減少し、人的資源の量的質的低下が顕著となった。また同国では、内戦によって社会

資本や農地及び自然環境が破壊されたことに加えて、地雷や不発弾が農村地域における内

戦後の復旧を阻害しており、人間の安全保障や貧困に係る課題を数多く抱えている。同国

の 2000 年の一人当たり GNP は 253 米ドルと、周辺諸国と比較してもその水準は極めて低

い。また 1997 年時点の貧困ライン以下の人口割合は、カンボジア全体で 36.1％、農村部で

は 40.1％と高い。 
現在カンボジアでは、約８割以上の国民が農業に従事し、その生計を米の生産に依存し

ている。しかし、灌漑施設が不十分であることや、洪水や旱魃が頻発することなどから、

米の生産性は低く、農家の生計の多角化が重要な課題となっている。また、カンボジア農

村部における稲作では、その大部分が天水田であるため、雨季及び乾季の水の制御が難し

く、生産は不安定なものとなっている。農家の生計を向上させるためには、米の生産性の

向上とともに、乾燥に強い作物を導入した二毛作や多年生の果樹栽培、更に淡水養殖等を

組み合わせた総合的な営農が有効な対策と考えられている。 
 カンボジアにおいては、水産物（淡水魚）は容易に入手できるタンパク食料の一つであ

り、動物性タンパク質摂取の 75％以上を水産物に依存している。しかしながら、水産物の

生産は、メコン川やトンレサップ湖周辺に限定されているため、他の農村地域では、貴重

なタンパク源である淡水魚の供給が慢性的に不足しており、農民の栄養改善を妨げる一要

因となっている。また、国民の嗜好性からも、淡水魚に対する需要は大きく、農村地域で

は、タンパク供給源及び現金収入源として、水田、水路、溜め池等を利用した小規模養殖

に対する関心は極めて高い。カンボジアにおける淡水養殖生産量は、プノンペン等大消費

地の市場に水産物を供給するメコン川流域の生簀養殖の増産により、1990 年の 6,400 トン

から 2000 年以降 14,000 トンに増加したが、他の農村地域に魚の供給を可能とする溜め池養

殖の普及は、立ち遅れたままとなっている。この様な状況を受け、このたびカンボジア政

府より、農村部における天然餌料を利用した粗放的な養殖技術の改善と普及にかかるプロ

ジェクトの要請がなされた。 
これを受けて、本調査団はカンボジア側関係機関との協議・施設視察等によって、関連

養殖分野の現状・協力ニーズの確認を行うと共に、カンボジア側関係機関との協議を通じ

て、協力の枠組みを形成することを目的に派遣された。 
 
１−２ 調査団の構成と調査期間 
（1） 調査団の構成 
（第１次） 
土居 正典（淡水養殖）インテムコンサルティング株式会社 
高井 壮一（施設計画）インテムコンサルティング株式会社 
神内 圭 （計画管理）JICA 森林・自然環境協力部水産環境協力課 

 
（第２次） 
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佐々木 十一郎（総括）JICA 農村開発部第３グループ水産開発チーム長 
土居 正典（プロジェクト効果分析）インテムコンサルティング株式会社 
千頭 聡（養殖普及）インテムコンサルティング株式会社 
末光 正典（養殖技術）三井農林海洋産業株式会社 
平川 貴章（社会経済調査／参加型計画）インテムコンサルティング株式会社 
神内 圭 （計画管理）JICA 森林・自然環境協力部水産環境協力課 

 
（2） 調査期間 
（第１次：2004 年 1 月 25 日～2004 年 1 月 31 日） 
 

 
 
（第２次：2004 年 3 月 14 日～2004 年 4 月 13 日） 
 

月日 調査内容（カンボジア） 備考 

3 月 14 日 日 移動 （東京-バンコク-プノンペン）   

3 月 15 日 月 インセプションレポート説明・協議、調査日程の調整（PCM ワークショップなど）   

3 月 16 日 火 プレイヴェン州の小規模養殖農家およびバティ種苗生産センターの調査   

3 月 17 日 水 
チャランチャムレス水産研究センターの調査、団内打ち合わせ 
（平川） ワークショップファシリテーターとの交渉 

  

3 月 18 日 木 
（千頭・末光） 現地調査（タケオ州、コンポート州） 
（土居・神内・平川） 普及方針および質問表の作成、Worldfish Center との意見交

  

3 月 19 日 金 JICA 事務所報告・打ち合わせ、水産局に普及方針と質問表の説明・協議 
（神内）プノンペ

ン発 

3 月 20 日 土 資料整理 （神内）成田着 

 月日 　　　　　　土居、神内 高井
宿泊地

1月25日 日 成田1055→（JL717）→BKK1555
BKK1730→（TG698）→1845

同左

プノンペン
1月26日 月 水産局表敬・打ち合わせ

* 調査の全体工程説明
* インセプション・レポート説明
JICA事務所との打ち合わせ

同左

プノンペン
1月27日 火 JICA事務所長との打ち合わせ

チャランチャムレス水産研究所視察
漁業コミュニティー視察
（カンダール州Boeung Choeblen地区）

同左

プノンペン
1月28日 水 水産局との協議

* PJコンセプトに関する意見・情報交換　*
各種資料収集

同左

プノンペン
1月29日 木 AITプロジェクトサイト等養殖農家見学

（タケオ州）
日本大使館表敬

チャランチャムレス水産研究所場内の
詳細踏査、工事単価調査等

プノンペン
1月30日 金 プレイベン州バティ種苗生産センター視

察、情報交換
水産局との協議
プノンペン2025→（TG699）→BKK2130
BKK2255→（JL704）→

チャランチャムレス水産研究所場内の
詳細踏査、工事単価調査等
プノンペン2025→（TG699）→BKK2130

機中泊
1月31日 土 →0630成田着 インドネシアへ移動
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3 月 21 日 日 休日   

3 月 22 日 月 
（千頭・土居） 対象地域基礎調査の実施方法について協議、質問表の作成 
（末光） 施設機材に関するデータ分析 
（平川） ワークショップ準備 

  

3 月 23 日 火 
（千頭・末光・土居） カンダール州ツールクラサン水産試験場調査、普及用機材

について打ち合わせ 
（平川） ワークショップ準備 

  

 水 PCM ワークショップ （１） および断続的な打合せ、資料整理   
3 月 25 日 木 PCM ワークショップ （２） および断続的な打合せ、資料整理   

3 月 26 日 金 PCM ワークショップ （３）、団内ミーティング   

3 月 27 日 土 資料整理／中間報告（１）作成   

3 月 28 日 日 同上、中間報告（１） 

（末光）プノンペ

ン～ホーチミン～

カントー省（ヴェ

トナム） 

3 月 29 日 月 
（千頭・土居） プレイヴェン州 Community fishery 活動状況調査 
（平川） ワークショップ結果取りまとめ 

カントー大学で情

報収集・淡水エビ

養殖場現地調査 

3 月 30 日 火 MRC／AIMS プロジェクトの情報収集、PDM 原案について検討 
ヴェトナム～プノ

ンペン 

3 月 31 日 水 
（末光・土居） カンボジア王立農業大学から情報収集、団内ミーティング 
（千頭・平川） 資料整理、PDM 原案の検討、団内ミーティング 

  

4 月 1 日 木 
（千頭・土居） スヴァイレン州 Community pond 調査 
（末光） バティ種苗生産センター調査 
（平川） 積算関連調査 

  

4 月 2 日 金 
（千頭）  NGO 関連調査、水産局との協議 
（他団員） 資料整理、水産局との協議 

  

4 月 3 日 土 資料整理／中間報告（２）作成   

4 月 4 日 日 同上、中間報告（２）   

4 月 5 日 月 団内ミーティング（PDM, PO 原案など）   

4 月 6 日 火 
PDM、PO 原案について養殖課長との打合せ、加筆・修正 
積算関連調査、資料整理 

  

4 月 7 日 水 
（末光） バティ種苗生産センター調査 
（他団員） 担当分野の追加資料調査、PDM, PO 原案について水産局と事前協議 
（全員） 佐々木団長を交えたミーティング 

（佐々木）東京-
プノンペン、調査

団に合流 

4 月 8 日 木 JICA 事務所で打合せ、水産局表敬・打合せ、M/M 原案の作成。   

4 月 9 日 金 
M/M 原案に関する協議 
（佐々木・末光） バティ種苗生産センター調査 

  

4 月 10 日 土 M/M 準備、資料整理   

4 月 11 日 日 （佐々木・末光・土居） タケオ州小規模養殖経営体調査 
（千頭） プノン

ペン-バンコク 

4 月 12 日 月 
M/M サイン、大使館・JICA に報告 
プノンペン-バンコク 

SEAFDEC 事務局、

AIT から情報収

集、バンコク発 

4 月 13 日 火 成田着 成田着 
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第２章 調査結果 
２−１ 当該セクターの制度的枠組 
２-１-１ 政府組織 
 カンボジアにおける漁業と養殖に関する行政は農林水産省水産局（Department of Fisheries, 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries）の専管事項である。現在、新水産法が閣議決定

を経て、議会の承認過程にあり、水産局では昨年来同法に沿って行政組織の刷新を施行し

つつある。同法（案）1 第２章第６項において、水産行政は水産局がライン機関となってこ

れをおこなう、と述べられており、法案成立後は水産局が直接州レベル、地区レベルの水

産行政に責任を持つことになる。 
 新水産法発効後の水産局の新しい組織図は図１のように計画されている。水産局長の下

に４名の副局長が配置され、それぞれ担当する本部の課（office）と室（unit）を掌握する。

副局長と同レベルで淡水漁業研究開発センター（Inland Fisheries Research and Development 
Institute: IFReDI）が独立して置かれている。現在州レベルの水産事務所はすべて農林水産省

州農林水産局（Provincial Department of Agriculture, Forestry and Fisheries） の下に置かれてい

るが、新法では水産局長の直轄指示系統に入ることになる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図１   水産局の新組織図（案） 

 

                                            
1 原文はクメール語であり、本報告書の記述は ADB／FAO の内水面漁業管理に関する技術協力プロジェクトで作成された

非公式な英訳（Fisheries Law, Draft, 2003 年 10 月）にもとづいている。  
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養殖の研究に関しては、今日に至るまでプノンペンにあるチャランチャムレス水産研究

センター（CCFRC）がカンボジア唯一の研究機関としてその任を果たしてきた。しかしな

がら、実験養殖池用の取水が困難であることや周辺環境の都市化のため、水産局は同セン

ターを閉鎖することを決定した。当面はプレイヴェン州にあるバティ種苗生産研究センタ

ー（BSPRC）が国レベルの中核機関として機能することになっている2。州レベルでは、ふ

化場機能を伴った水産試験場が現在、計 10 ヶ所設立されている。 
 
２-１-２ 法規則 
 現行の水産法規（1987 年の水産管理行政に関する FIAT-LAW）では養殖について総合的

な記述はなされていなかったが、新水産法（案）では養殖管理について一つの章をあてて

いる。すなわち、新法（案）第６章では次のような淡水養殖事業については水産局の許可

制にする、と規定されている。 
  1. 池一面の面積または複数の池の面積の合計が 5,000m2 を超えるもの 
  2. ペン一面の面積または複数のペンの面積の合計が 2,000m2 を超えるもの 
  3. 生簀一面の面積または複数の生簀の面積の合計が 15m2 を超えるもの 
 
 小規模な池での養殖については許可を必要としないが、事業者は水産局によって養殖統

計書に記録されなければならない。 
 環境的視点からは、すべての養殖事業は、土地、水質、養殖、生物多様性および環境を

維持管理しなければならないとされている。また、輸入種苗に関しては、研究機関によっ

て認められた品質検査を受けた上で、水産局の輸入許可を得ることが求められる。 
 冠水した稲田における魚資源の増殖と利用について、新法（案）第７章で家族単位の漁

業活動であれば許可を得る必要はなく、いつでもおこなうことができる、と記されている。

この点は現行規則と同様である。 
 
２-２ 現状分析と問題点 
２-２-１ 養殖普及の現状と問題点 
（1） 現行の普及システム 
 政府の農民に対する養殖普及サービスは水産局または州水産事務所に所属する普及担当

職員によって実施されている。NGO も小規模な養殖プロジェクトを実施しているが、多く

の場合、対象とする地域や実施規模など事業の範囲は限られている。これら NGO のほとん

どは、何らかの形で国際援助機関から資金を得て活動しており、その現場普及員は政府職

員であることが多い。 
 水産局も州水産事務所も農林水産省に属しているが、両者の間の業務調整は、プロジェ

クト単位で行われており、水産普及サービスにおいて組織制度的な関係がないのが現状で

ある。新法により州水産事務所を水産局の直接管理下に置き、組織構造を再編することか

ら全国レベルでより効果的な普及サービスを提供することが可能となろう。 
 普及事業により、農民のニーズが養殖の研究と開発行為だけでなく開発政策に反映され

                                            
2 第二次事前調査における水産局長から調査団長宛の書簡（2004 年 4 月 12 日付）では、BSPRC が国立養殖研究所のサイ

トとなることが述べられている。 
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ることが必要である。このようなアプローチは部分的には他のプロジェクトで取り組まれ

てきたが、制度構築の必要性についてはいまだ明確になっていない。 
 
（2） 問題と課題 
 プロジェクト・サイクル・マネージメントに関する参加型計画ワークショップの結果お

よび中核農民や普及担当職員に対して行ったインタビューなどから明らかになった小規模

養殖に関係する問題点は次のとおりである。 
 
a. 養殖開発に必要な自然条件に恵まれていない 

 養殖のための水の確保が困難な場所、洪水や旱魃の被害が多い場所、保水機能が低い

土地、プランクトンの成長にマイナスの影響を及ぼす酸性土などの場所がこれに該当す

る。これらの問題を解決するためには一定の投資が必要となろう。そのため、このよう

な場所において経済的リターンの低い小規模養殖を計画するのは現実的ではない。 
 
b. 小規模池養殖にそれほど興味を持っていない農民がいる 

 池養殖はカンボジアの農民にとって伝統的な活動ではなく、農民の多くは養殖をよく

知らない現状にある。天然水域からの十分な漁獲がある場所では、相対的に池養殖の重

要性は低く位置づけられる。また、小規模な池養殖の生産性は限られているため、一般

的には現金収入は少ない。 
 利用できる水の量の絶対量が不足する地域においては、稲作と同様、乾季に養殖をお

こなうことは技術的に不可能である。そういった場所では野菜栽培や畜産、家内工業に

勤しむもの、そしてプノンペンやタイなど国外への出稼ぎをするものが多い。今日、農

村地域に住む人々においても、市場経済優先の行動パターンをとることが普通である。 
 
c. 普及サービスが十分行き届いていない 

 この問題は複数の要因から生じている。第一に、一般論として普及員の業務遂行能力

が低い。彼らは技術や知識を移転するための十分な能力を持っているとは言えない。普

及の仕事とは何かを理解していないものもいる。したがって、普及の仕事と養殖技術に

関する研修を行うことが必要となる。 
 第二に、養殖に関する情報が農民受益者に伝わっていないことが指摘できる。その原

因としては、普及員の数が少ないこと、援助機関の支援がない限り普及員の活動に必要

な日当や交通費が支払われないこと、多くの道路が雨季に通行不能となること、普及員

に交通手段が提供されないこと、普及用の教材が十分作成されていないこと、などがあ

げられる。 
 
d. 普及戦略が全国レベルで統一されていない 

 小規模養殖開発のための国家戦略がないことから、これまであるいは現在行われてい

る援助国支援プロジェクトが良いパフォーマンスと達成度を示しているにもかかわらず、

それらの成功事例が容易に転用できないし、国レベルでの広がりを見せない。したがっ

て、ある一点から他の場所へ、そして面的な普及を担保するようなメカニズムを構築す

ることが必要である。 
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e. 住民組織が発達していない 
 カンボジアではその歴史的背景から組合組織のようなものを好まない人々が過半数を

占める。このことが農民の組織化が進まない主な理由となっている。しかしながら、農

民の組織化により目に見える形での便益が生まれることは自明である。農民は池掘りや

必要な資材の購入、流通・販売などを共同で実施することにより、コスト削減を享受で

きる。これらの活動が養殖開発における普及の原動力となり得る。 
 
f. 必要な投入が直ちに利用可能なわけではない 

 養殖において最も重要な投入は種苗である。しかしながら、過去にいくつかの NGO
が十分な技術的知識と経験を持たずに種苗を軽率にばらまいたために、養殖プロジェク

トの実施がうまくいかなかった苦い経験があることは留意すべきである。 
アジア工科大学（AIT）やメコン川委員会（MRC）が実施したプロジェクトで技術を

体得し、種苗生産者となった中核農民は他の養殖農家に種苗を供給するだけではなく、

今後、他の農民、政府機関、援助機関や NGO などの関係者に養殖に関する情報を伝え

ることが期待されている。この手法が養殖普及の上で効果的であることは過去および現

在継続中のプロジェクトが証明している。  
種苗以外の投入、例えば肥料、餌の原料やホルモン剤などは、組織を通じて調達するこ

とが適切である。また、池堀りに関しては、養殖農家たちの共同作業として行うことが

勧められる。 
 一般に農村金融がないことが農村開発、とりわけ小規模養殖開発の制約条件の一つと

なっている。養殖を希望する農民の大多数は初期投資と運転資金のための資本を持たな

い。たとえば、プロジェクトで供与する投入に対する対価を活用した回転資金の原資作

り、そしてそれを管理する村人組織の構築などにより農村金融システムの導入を進める

必要がある。その資金は養殖農民たるメンバーが、養魚施設の造成などで必要とする資

金需要に対応するものであることが期待される。 
 
g. いくつかの理由により普及可能な技術が開発されていない 

 例えば、研究者や技術者が絶対的に不足していること、研究施設、機材が整備されて

いないこと、技術改良のための能力を普及員が持っていないことなどがその理由として

指摘できる。 
  
２-２-２ 養殖技術の現状と問題点 
（1） 政府の研究・試験施設 
 カンボジア南部における政府関連機関のうち、一定量の種苗を定期的に生産している所

はプノンペンにあり、閉鎖される予定のチャランチャムレス水産研究センター（CCFRC）
とプレイヴェン州のバティ種苗生産研究センター （BSPRC） およびカンダール州にある

トゥールクラサン水産センターに限られている。タケオ、コンポート、コンポンスプー各

州の水産センターは運営予算が不足しており、現在ではほとんど活動が停止している。 
 カンボジアでは人工種苗生産の歴史が浅いため、現在用いられている技術は基本的に他

の国で適用されているものと同様である。地域の実情に合った技術に改良することが強く

求められるところである。 
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 現時点における技術的問題点としては次のような点が指摘できる。 
 
a. 親魚の養成管理が不十分である 

 政府の試験場において親魚の系統管理を適切に行うことが求められる。個々の親魚は

標識などによって区別され、優良な形質を確保するため人工繁殖により遺伝形質をモニ

タリングする必要がある。 
 
b. 池養殖用の適切な餌が開発されていない 

 市場では輸入された配合餌料が販売されているが、カンボジアの経済事情を考えると

高価である。家畜飼育の副産物など地域で利用できる原材料を用いて適当な餌料を検

討・開発することが必要である。 
 
c. 成熟促進ホルモンの試験が不十分である 

 成熟促進ホルモンとしては、政府機関ではスーパーファクトが一般的に使用されてい

る。一方、東南アジア諸国では他にも成熟を促進する効果があるホルモン剤が多く用い

られているので、それらの実証実験が求められる。 
 
d. 水質にかかる検討が不十分である。 

 現在、河川や井戸からの水が濾過されることなく直接種苗生産に使用されているが、

一般に、産卵や仔稚魚飼育には清浄な水や濾過した水を使えば好成績が得られることが

知られている。 
 
e. 水作りの技術が体系化されていない 

 池での稚魚飼育には、一般に“水作り”と呼ばれる水質管理技術によってミジンコなど

の天然餌料生物を十分繁殖させることが重要である。このような水作りに関する技術改

良が必要である。 
 
f. 種苗の生残率が低い 

 BSPRC ではコイ種苗の生残率は約 30％と報告されているが、これは日本におけるコ

イ種苗の生残率（80％以上）と比較すると極めて低い。自然環境条件は両国で異なるこ

とを考えても、現在の生残率を向上させることは可能であると思われる。 
 

g. 在来の養殖対象種に関する基礎的知見が不足している 
 技術改良のためには、成長や摂餌などに関する基礎生態学的な知見が重要である。既

存の知見を集積することと同時に、カンボジア水域における補完的な調査が必要である。 
 
（2） 種苗生産農家（中核農家） 
 他の援助機関が支援したプロジェクト、中でも AIT の養殖・水産資源管理プロジェクト

（AARM：Aquaculture and Aquatic Resources Management）を通じて、カンボジア南部では何

軒かの種苗生産農家が活動を開始している。彼らは先進的な小規模養殖農民として起業し、

その後プロジェクトにより人工種苗生産技術の研修機会が与えられた。このような種苗生
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産農家は他の小規模養殖農家用に種苗を生産するだけではなく、商品サイズまでの養殖や

農作物生産、家畜飼育も行っている。これらの種苗生産農家は養殖技術と種苗を広める中

核農家として位置づけられる。 
 現在、種苗生産農家が一般的に生産している魚種は、プンティウス（Puntius gonionotus）、
ハクレン、コイ、ムリガル（インドゴイの一種）、ティラピアである。うち、在来種はプン

ティウスのみで、他は導入種である。 
 これらの種苗生産農家においても政府の試験場と同様、さまざまな技術的問題点がみら

れる。種苗生産に関しては、次のような課題について実証試験が必要である。 
 ・ 親魚の飼育密度に関する検討 
 ・ 親魚用の餌と給餌方法の改善 
 ・ 産卵用親魚の魚体サイズに関する検討 
 ・ 数種のホルモン剤の違いの比較とその効果的使用 
 ・ 水作り方法の実務的改善 
 ・ 生残率改善のための種苗生産試験 
 
（3） 小規模養魚農家 
 先に述べたように、カンボジアの農民には池養殖をおこなう伝統はない。しかしながら

近年では、農村部の動物タンパク供給の増加と代替生計手段の創出を狙いとする小規模養

殖の導入が水産局やドナーにより進められている。 
 小規模農家における池水は多くの場所で雨季と雨季明けの数ヶ月に限り利用可能であり、

その期間は一般に５月から２月までの６～８カ月間である。そのため、この限られた時期

に集中的に魚を十分成長させることが重要である。 
現在の養殖方法の改善には次のような方策が有効と考えられ、それぞれ検証することが

必要となる。 
 ・ 池を深く掘ること 
 ・ 魚体サイズによって等級分けを行い、大型魚から部分的に出荷すること 
 ・ 餌と給餌方法を改善すること 
 ・ 飼育記録をつけること 
 ・ 混養における魚種構成比率を検討すること 
 
２-３ 日本の協力の利点と必要性 
 今日では一般的ではないものの、日本は農村地帯における副収入源としてのコイやドジ

ョウの稲田養殖に長い歴史を持っている。第二次世界大戦後の食料不足が深刻な時に、数

種の中国コイや食用カエルなどいく種もの外来種が日本に導入され、日本国内で改良、開

発した技術で養殖がおこなわれた。現在、日本は最も養殖技術が発達した国のひとつと認

識されており、途上国を含む多くの国にその技術を紹介し、移転している。 
 養殖技術の普及と技術情報の普及について、日本は水産行政、水産試験場、漁民組織を

結ぶ実践的普及網を築いた。普及員が各県に配属されており、技術的問題への対処ばかり

でなく、村民の資金的要請にも相談に応じている。特に養殖に関しては、試験に合格した

魚病診断士が存在する。 
 本プロジェクトでは、カンボジアの自然条件、社会経済条件を考慮しながら、必要な改
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良を加え、日本で開発した技術的ノウハウを活用することが可能である。
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第３章 協力計画 
３-１ プロジェクト戦略 
 本プロジェクトは農村地域における小規模養殖普及を目的とし、包括的で実践的な戦略

をとる。これまで、他のドナーが実施してきた類似プロジェクトがあるが、そのほとんど

は特定の技術的課題に焦点を絞ったものか、あるいは普及対象をごく狭い範囲の村落に絞

ったものであった。本プロジェクトは、これらのプロジェクトの結果を効果的に活用し、

実践的な普及活動のための技術パッケージを作成する。技術パッケージとは、小規模養殖

農家に受け入れられる技術の結合であり、養殖の現状と問題点の把握、課題の設定、技術

の改良といったプロセスを経て集積されていくものである。断片的な技術情報ではなく体

系化されたもので、マニュアルや視聴覚教材といった形で表すことができる。その中身は

親魚養成、人工種苗生産、餌料の改良・開発、水質、放養密度などの技術的側面と、費用

便益計算、資材・餌料・肥料等投入物の調達、生産物の販売、養殖システム（規模・対象

魚種・混養・稲田利用・複合養殖等）の経営的側面を包含する。本プロジェクトはカンボ

ジア水産局と日本人専門家の緊密な協力関係の下、同水産局の事務所や研究施設と日本か

ら供与される資機材を用いて実施され、様々なプロジェクト活動を通じて、種苗生産農家

（中核農家）と小規模養殖農家の起業と養殖活動の持続性を支援する。プロジェクトの実

施過程において、すでに活動している種苗生産農家（中核農家）および新たに活動を開始

する種苗生産農家を、小規模養殖農家への技術普及における地域の要とする。すなわち、

公的試験場での実験に加え、種苗生産農家の施設を使ってオンファームでの実証試験を行

う。このような手法をとることによって、実践的な養殖普及ネットワークを形成し、それ

を強化していく。 
 プロジェクト活動を通じて、小規模養殖の生産性が向上し、養殖農家の数が増加するこ

とが見込まれる。魚の生産増加は、本プロジェクトの上位目標である農村の栄養状態の改

善および養殖農家の所得の向上に貢献すると期待される。 
 
３-２ 対象地域、対象グループ、対象魚種 
３-２-１ 対象地域 
本プロジェクトの対象地域はカンボジア南部のプレイヴェン、タケオ、コンポンスプー、

コンポートの４州である（図２）。この４州はメコン川本流からはやや離れており天然漁獲

される魚は不足している地域であり、FAO の Nutrition Country Profile（1999 年）によると６

歳未満幼児の栄養状態も芳しくない州であるが、水の確保は容易であり、かつ都市部から

のアクセスが比較的容易で養殖普及活動を行いやすいところと言える。また、灌漑施設が

不十分であることに加え、洪水や旱魃など自然災害の頻度が高く、農業生産性が低いため、

農民の養殖に対する関心が高い地域でもある。本協力の要請当時、カンボジア水産局はタ

ケオ、カンダール、プレイヴェンの南部３州とバンティアイ・ミアンチェイ、シアムリア

ップ、プレアヴィヒア、ストゥントゥラエン、ラタナキリの北部５州でのプロジェクト展

開を希望していたが、北部 5 州は安全確保上の問題（JICA 渡航是非要検討地域）と首都プ

ノンペンからのアクセスが悪いことから、本協力の直接的な投入を行うことは無理と判断

された。また、事前調査団が派遣された 2004 年１月には、カンボジア水産局からこれまで

実施されてきた AIT によるプロジェクトの結果を踏まえ、南部３州のうちカンダール州に

代えて、コンポンスプー及びコンポート州を対象としたい旨表明があり、養殖普及の核と
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なる種苗生産農家が育ち始めている上記４州が本協力の対象地域となった。集中的に普及

活動を展開する地区町村は、プロジェクトの現地調査の結果に基づいて特定する。また、

４州以外の州についても研修生の受入や技術情報の提供、試験的な人工種苗の配布などの

支援を検討する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３-２-２ 対象グループ／受益者 
 本プロジェクトの対象グループまたは直接の受益者は養殖を行う意志を持ち、プロジェ

クトの活動に参加する小規模農民である。その数は農家の数にして４州で 2,400 軒を目標と

する。農家の選定は協力開始後の調査を通じて行う。また、技術移転の対象となる水産局

のカウンターパートも直接の受益者となる。 
  
３-２-３ 対象魚種および養殖方法 
 普及のための養殖対象種としては、当初４魚種を考える。すなわち、プンティウス、テ

ィラピア、コイ、ハクレンであり、これらは現在一部の農民が人工的に生産された種苗を

用いて養殖している種である。これら以外の魚種は技術が利用可能になった時点で普及対

象種とする。 
 カンボジア側は、国内で試験的に種苗生産ができているか、もしくは他の国で養殖技術

が開発されているオニテナガエビ Macrobrachium rosenbergii、パンガシウス Pangasius 
hypophthalmus、ジャイアントグラミー Osphronemus exodon などの魚種に関して人工種苗生

産にかかる研究と技術開発を望んでいる。本プロジェクトにおいて重点的に技術改良に取

り組む対象種は、他の関連プロジェクトとの重複を避ける形で、プロジェクト開始後の早

い段階で決定する。現状では稲田利用で低コスト、適正技術による農村開発の実績がある

オニテナガエビについて、ヴェトナムのカントー大学と独立行政法人国際農林水産業研究

センター（JIRCAS）が共同で実施することを第一優先としたい。 
 プロジェクトで適用する養殖形態は基本的に池養殖あるいは稲田養殖である。これらの

養殖形態において「低コスト、適正技術」の開発を探求する。 
 

図２  プロジェクト対象地域 4 州 
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３-３ 実施体制 
 本プロジェクトの実施主体はカンボジア農林水産省水産局であり、同局養殖課

（Aquaculture Office）が日常的な運営管理をおこなう。 
 水産局の予算を表１に示す。水産局の予算は個別の部署ごとに集計されていないが、養

殖課の年間予算は職員給与を含めて 5 千万リエル（12,500 米ドル）程度である。水産局の

職員は州水産事務所に派遣されているものを

含め 1,287 名である。この中には養殖普及に

携わる者も含まれる。プノンペンの水産局職

員は全体で 500 名であり、うち養殖課には 40
人の職員が当てられているが、修士号を持つ

上級職員のうち８名は水産局以外の別業務に

ついているため、出勤していない。 
 
本プロジェクトの実施組織を図３に示す。養殖課の課長が非常勤のプロジェクト・マネ

ージャーになり、同課の課長補佐のひとりが常勤のサブ・マネージャーとなる予定である。

サブ・マネージャーの下に養殖課から５名の大卒レベルの職員と対象４州から各４名が普

及員として配置される。プロジェクトの実験・研究活動については、BSPRC の職員があた

る。なお、カウンターパートの正確な人数とそれぞれの作業計画を再検討し、プロジェク

ト開始時点で修正する。 
 BSPRC 以外に対象地域には３つの公設の水産センターがある。これらは現在ほとんど稼

動していないが、必要に応じて本プロジェクトで使用する。 
 プロジェクトの円滑な実施と評価のために、カンボジアと日本の主要な関係者から成る

合同調整委員会を組織する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３-４ プロジェクト目標 
 本プロジェクトの目標は、第２次事前調査期間中に開催した参加型計画ワークショップ

およびその後のカンボジア側と日本側の協議に基づき、“対象地域において小規模養殖が農

表１  カンボジア水産局予算 

年 Riel US$ 
2001 1,868,000,000  467,000 
2002 2,603,000,000  650,750 
2003 2,548,000,000  637,000 
出所: 水産局  

図３  プロジェクトの実施組織 
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家によって広く行われる”と設定した。いくつかの援助プロジェクトの支援によって、特に

タケオ州とプレイヴェン州では一定数の養殖農家がすでに養殖を開始しているため、本プ

ロジェクトでは養殖活動の一層の広がりを目標としている。 
 プロジェクト目標の達成度を測る指標として、“小規模養殖農家の数が増加する”を置いた。

本プロジェクトの活動を通じて、稚魚の生残率の向上、池の生産性の向上、普及ネットワ

ーク体制の構築などが図られ、これらの結果として、養殖をおこなう小規模農家の数が増

加することになる。具体的に、本プロジェクトでは対象４州で合計 16 軒の新規種苗生産農

家と、それに対応する小規模養殖農家 2,400 軒を育成することを目標とする。この数字は種

苗生産農家の数でみると現況の 1.8 倍増に相当している。 
 プロジェクト目標が達成されると、養殖された魚は農民の自家消費に加えて、近隣地域

や魚市場で販売されることになる。このように、プロジェクトは農村地域住民の栄養状態

の改善に貢献するとともに、魚の販売による副収入の創出が図られる。 
 
３-５ 上位目標 
上位目標はプロジェクト目標が達成された結果として誘発される開発効果である。本プ

ロジェクトの上位目標は“村落住民の栄養状態が改善される”こと、および“農民が養殖を通

じて所得水準を上げる”ことである。前者の指標として“一人当たりの魚の消費量が増える”
を、後者の指標として“養殖した魚の販売による現金収入”を置いた。 
 
３-６ 成果 
 成果はプロジェクト目標の達成につながる具体的な目標であり、プロジェクト期間中に

達成されるものである。本プロジェクトでは次の４つの成果を設定している。 
1．小規模な養殖技術が改善される 
2．養殖普及員の能力が向上する 
3．改善された養殖技術の普及活動がおこなわれる 
4．養殖振興ネットワークが築かれる 

本プロジェクトでは PDM に記載されている様々な指標をモニタリングする。モニタリン

グする指標は、仔稚魚の生残率、養殖生産性、普及員の数、研修を受けた農民の数、作成

した普及用教材の数、普及活動に使われた教材の数、種苗を生産する中核農民の数、支援

を受けた共有池の数などである。 
 対象州において小規模農民が養殖に関心を示し、養殖を行う農民の数が増加傾向にある

ことを考慮すれば、上記の成果が達成され、PDM 上の外部要因が満たされることで、多く

の農民が養殖に着手するものと思われる。 
 
３-７ 活動 
 活動は投入を効果的に使うことによってプロジェクトの成果を生み出すための具体的な

行動を示している。それぞれの成果に対応する主な活動は以下に列記するとおりである。 
 
成果１： 小規模な養殖技術が改善される。 

1.1 先行している類似プロジェクトの成果をレビューする。 
1.2 養殖農家の技術調査をおこない、課題と可能性を明らかにする。 
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1.3 養殖技術改善のための施設を整備する。 
1.4 技術改良計画を作成する（オンファームや試験場での実証試験計画、訪問技術指

導計画など） 
1.5 計画案に沿って生産性向上を目的とする技術改良をおこなう（親魚養成、天然餌

料生物、現地で入手できる餌、魚病の防止など）。 
 
成果２： 養殖普及員の能力が向上する。 

2.1 普及員の課題と可能性を明らかにする。 
2.2 さまざまなレベルにある普及員を対象とする適切な訓練コースを計画する。 
2.3 普及員に対する訓練コース、視察研修を実施する。 

 
成果３： 改善された養殖技術の普及活動がおこなわれる。 

3.1 プロジェクト開始後の早い時期に実施するベースライン調査において、プロジェク

トが取組む優先村落を明らかにする。 
3.2 普及を目的とした技術パッケージを取りまとめる。 
3.3 養殖技術についての普及用教材を作成する。 
3.4 農家に養殖関連情報を配信する。 
3.5 小規模農家を選定し、養殖農家として訓練する。 
3.6 養殖農家を選定し、種苗生産農家として訓練する。 
3.7 Farmer-to-farmer による普及アプローチを振興する。 

 
成果４： 養殖振興ネットワークが築かれる。 

4.1   州レベルで参加型 PCM ワークショップを実施する。 
4.2 小規模農家が養殖を開始するのに必要な投入を提供する。 
4.3 セミナーや投入支援を通じて養殖農家の組織を育成する。 
4.4 農村部の共有池を活用した資源増殖活動支援プロジェクトを形成し、実施する。 
4.5 学校教育活動に養殖を取り入れる。 
4.6 養魚流通情報を配信する。 
 
（注記） 上記活動のほかにプロジェクト期間中、ベースライン調査、モニタリング、

評価のための活動を行う。 
 
３-８ 投入 
３-８-１ 日本側の投入 
 日本側の投入計画は４月から翌３月という日本の会計年度ごとに作成される。 
 日本側の投入は当初３年間については比較的大きく、その後徐々に投入を減らし、プロ

ジェクトの持続性を確保するためにカンボジア側の投入比重を大きくなるようにする。 
 
（1） 専門家の派遣 
 プロジェクトを効果的に実施する観点から必要な専門家を派遣する。日本人専門家の責

務は、技術的事柄だけではなく、プロジェクト全体の運営管理についてのカウンターパー
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トへの助言、支援、共同作業を含むものである。また、第三国の専門家も積極的に活用す

る。 
 主要な専門家の分野は次に示すとおりであるが、各専門家に求められる具体的な技術分

野、人数および TOR については、プロジェクト開始時に加え、日本の会計年度別にカンボ

ジア側と日本側で協議する。 
 
  （a） チームリーダー／普及行政 
  （b） 技術改良普及 
  （c） 調整員 
  （d） 親魚養成／村落開発 
  （e） 施設設計 
  （f） 入札支援／施工監理 
  （g） 養殖開発戦略 
  （h） 参加型計画 
  （i） 餌料開発 
  （j） 餌料生物培養／分類 
  （k） マニュアル作成指導 
  （l） ジェンダー平等 
  （m）養魚流通 
  （n） 研修指導 
  （o） 淡水エビ養殖 
  （q） ティラピア養殖 
  （r） 魚病対策 
  （s） 親魚品質管理 
  （t） 参加型計画（村落レベル） 
 
（2）カンボジアの人材の活用 
 必要に応じ、現地 NGO や民間コンサルタントを日本側の投入として調達する。 
 
（3）資機材の供与 
 技術協力に割当てられる予算の範囲内で、プロジェクト活動に必要な資機材の調達を予

定している。 
 

（4）日本および第三国におけるカウンターパートの研修 
 カンボジア人カウンターパートは、技術協力に割当てられる予算の範囲内において、毎

年のプロジェクト計画に従って日本あるいは第三国での研修に参加できる。 
 
（5）その他の予算措置 
 日本側の投入により、プロジェクト運営予算の一部を補う。この中には視察のための旅

費、研修運営予算、視察研修費用、技術交換プログラムとセミナー開催費用などが含まれ

る。 
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３-８-２ カンボジア側の投入 
（1） 職員の配置 
 水産局、州水産事務所、BSPRC から適切な人数の常勤、非常勤のカウンターパートと管

理部門のスタッフを配置する。 
 
（2） 建物、設備、機材 
 水産局はプロジェクト実施に必要な以下のような施設、費用を提供する。すなわち、① 

水産局本部および BSPRC 内における日本人専門家のための事務スペースおよび必要な施設、

②日本側から供与される資機材を設置または保管するための部屋とスペース、③プロジェ

クト実施に必要なその他の施設、④関連設備を稼動、維持するための水光熱費。 
 
３-９ 外部要因とリスク分析 
外部要因はプロジェクトを成功に導くために満たされるべき条件である。プロジェクト

目標が成功裏に達成された後、上位目標の達成に必要な条件は“養殖魚の価格が大きく下が

らない”ことである。カンボジアでは天然で漁獲される魚が減少傾向にあること、輸入種苗

はあるが商品としての養殖魚は輸入されていないこと等を考えれば、この仮定は満たされ

ると思われる。 
プロジェクト目的を達成するために必要な外部条件は、“深刻な魚病が発生しない”、“極

度の旱魃や洪水などの天災が発生しない”、“カンボジア国外から輸入される種苗が国内の種

苗市場に影響を及ぼさない”を置いている。 
プロジェクトでは粗放的な養殖を導入するものであり、魚病発生にかかるリスクは最小

限のものである。ただし、外部から何らかの感染性の病原体が持ち込まれる可能性は否定

できない。対象地域、中でもプレイヴェン州の一部は過去３年間に深刻な旱魃の被害にみ

まわれている。しかしながら、同様の状況がプロジェクト期間において対象地域に広く波

及するとは考え難い。種苗の輸入に関しては、新水産法で水産局の許可が必要になること

からその輸入量は水産局によって制限されることになる。 
プロジェクト実施における制約要因のひとつに、カンボジアでは今でも養殖魚は動物や

ヒトの排泄物を餌として育っていると信じる人がいることがあげられる。このため、養殖

にかかる啓発活動が重要であり、プロジェクトでも取り組む。 
 
３-１０ 前提条件 
 前提条件はプロジェクト開始前に満たされていなければならない必要条件である。ここ

では、参加型ワークショップで、小規模農民は養殖による便益を理解していない、という

指摘があったことを踏まえ、本プロジェクトの前提条件を「対象地域の小規模農民が淡水

養殖の重要性を理解している」とした。 
対象地域の社会経済予備調査の結果では、農村地域の住民の大多数は養魚に興味を持っ

ているが、どうすれば良いのかを知らないということが判明した。このことは前提条件が

概ね満たされていることを意味している。 
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第４章 評価結果 
４−１ 評価５項目の評価結果 
４−１−１ 妥当性 
本案件は、以下の理由から妥当性が高いと判断される。 

・ カンボジア政府は、社会経済開発優先課題に所得向上と健康改善を挙げており、本案件

はその改善に貢献するものである。また、カンボジアにおいて淡水魚は、容易に入手可

能な需要の大きいタンパク食料の一つであり、同国漁業セクター第２次５カ年計画

（2001 年～2005 年）では、魚類養殖生産量の 300％の増加を目標とし、淡水養殖をタン

パク質の不足と貧困緩和の方策として位置づけている。 
・ 我が国の対カンボジア国別援助計画の「農業・農村の開発」並びに JICA 国別事業実施

計画の優先開発課題である「農業・農村開発」に合致している。 
・ プロジェクトが対象とする４州の農村地域は、メコン川やトンレサップ湖から離れてお

り、淡水魚の供給が限られている。また、洪水や旱魃などから農業生産性が低く、タン

パク供給源及び現金収入源の創出手段としての内水面養殖、その普及に対するカンボジ

ア政府の協力要望は強い。 
・ プロジェクト対象地では、農業（稲作）が基幹産業であるが、淡水養殖は、低投入かつ

簡便に小規模で実施でき、雨季（増水期）における水資源を利用しながら農業との両立

が可能であるため、農家の生計を多角化させる一手段として有効である。 
・ 本案件では、先行実施され、規模と地域は限定されるものの一定の成果を収めたアジア

工科大学プロジェクトの事例を基に、種苗供給源や技術情報伝達源となる種苗生産農家

を、既存養殖農家の中から育成する実現性の高い協力手法を適用している。 
 
４−１−２ 有効性 
本案件は、以下の理由から高い有効性が認められる。 

・ 政府の財政的支援が多く望めないカンボジアにおいて、本案件は、農村地域における低

コストで持続的な内水面養殖モデルの改善と普及を、農民間で段階的に行うことを計画

している。そのため、急激な所得向上にはつながらないものの、確実な養殖技術の普及

によるタンパク食料の増加や生計の向上が期待でき、プロジェクト目標及び上位目標の

達成が見込まれる。 
・ 既存の養殖種を対象としており、新規導入種に比べ基礎的な生態に関する情報が蓄積さ

れており、魚病などに対するリスクは低いと見込まれる。 
・ プロジェクト目標及び成果の達成度を測る小規模養殖農家の数や淡水魚生産量などの

主な指標は、プロジェクトによりモニタリングされる。そのため、プロジェクトの達成

度が明確かつ客観的になるとともに、軌道修正など柔軟な対応を行うことが可能である。 
 
４−１−３ 効率性 
本案件は、以下の理由から効率的な実施が見込める。 

・ 日本は、東南アジア諸国で粗放的な内水面養殖の技術開発プロジェクトを実施し、人材

を育成してきた。専門家の投入及び研修については、育成された人的、組織的資源を活

用することが可能であり、効率的な事業実施が見込まれる。 
・ 本件業務実施候補団体は、カンボジアをはじめ周辺の ASEAN 各国における数多くの淡
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水養殖分野での専門家派遣及び各種調査に従事した経験を有しており、本件実施に当た

っても、過去の案件実施により得られた知見やネットワークが活用できる。 
・ 本案件では、本邦からの専門家をプロジェクト期間の前半に集中的に派遣し、その後の

成果の発現状況を見極めながら、徐々に現地で育成された人材を代替として活用するこ

ととしており、プロジェクトへの投入の効率が高まる。 
 
４−１−４ インパクト 
本案件の実施によるインパクトは、以下のとおり期待される。 

・ 本案件は、農民間での養殖技術の普及体制の形成を目的としており、プロジェクト終了

後もプロジェクト成果が地域に波及し、タンパク食料の増加や生計の向上が見込まれる

ことから、プロジェクト上位目標の達成が期待される。 
・ 現在、カンボジアの内水面養殖や淡水魚の漁獲は、メコン川流域及びトンレサップ湖に

概ね限定されているが、他地域の農村における内水面養殖の普及は、国内の地域間格差

の是正に資する。 
 
４−１−５ 自立発展性 
 本案件の自立発展性は、以下のとおり期待される。 
・ 本案件は、従来型の政府主導による普及手法ではなく、種苗生産農家が自ら生産した種

苗の配布販売を通じて、養殖技術を農民から農民へと普及する仕組みづくりの構築に重

きを置いている。この手法を取り入れることにより、政府の支援に過度に依存しなくて

も養殖振興が可能となり、構築された農民間の養殖普及ネットワークが、本プロジェク

トの終了後も自立発展していくと期待される。 
・ 養殖普及ネットワークの構築手法が普及員に移転されるため、プロジェクト終了後には、

類似する他地方の養殖事業に応用されていくと期待される。 
・ プロジェクトを通じて、日本の技術だけでなく、日本の技術協力の成果として広まった

東南アジア諸国の技術と経験を活用することにより、現地の実情とニーズに適応した技

術協力が可能となり、高い持続性が確保されるものと期待される。 
 
４−２ 結論 

カンボジアでは、洪水や旱魃のような自然災害などにより農業生産性が低いため、農家

の家計収入源は限られ、栄養摂取も十分でない状況にあり、農家の食生活の改善と生計の

向上が緊急の課題となっている。他方、農業と並行して実施が可能で、タンパク供給源及

び現金収入源となりうる淡水魚養殖に対する農民の期待は、極めて高い。このような状況

を受け、本プロジェクトは、農民の栄養改善と生計の多角化の視点から、養殖生産性の低

いカンボジア南部４州の小規模零細農民に対し、JICA がこれまで東南アジア諸国で蓄積し

てきた内水面養殖の技術を基に、地域種苗生産農家の育成を通じて、低投入で簡便な小規

模養殖の普及を図ろうとするものであり、プロジェクト実施にかかる妥当性は高い。また、

有効性、効率性及び自立発展性を高めるため、モデル村落内の既存養殖農家の中から、地

域農民間での養殖普及の拠点となる種苗生産農家を育成し、展示波及効果を狙うとともに、
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農民間での技術普及を推進する。更に人間の安全保障の視点から、土地なし最貧農民*1にも

広く裨益するよう、村落の共有池などにおける増養殖についても、技術的支援を行う内容

となっており、大きなインパクトも期待できる。 

                                            
*1
 小作農民及び季節雇いの農業労働者をさす 
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第５章 今後の課題 
今回調査期間中、カンボジア国水産局から、チャランチャムレス中央水産研究所（CCFRC）

の取水条件を抜本的に解決することは困難であるとの判断からこれを売却する方針である

との説明がなされた（但し、今後農業省及び財務省の承認手続きが必要となる）。そのため、

これを代替するためプレイヴェン州バティ種苗生産研究センター（BSPRC）を淡水養殖の

中央レベルの研究所に格上げする方針とのことであったため、これら水産局の方針により、

当プロジェクトの試験研究活動の拠点はバティとすることで合意された。 

それを受け BSPRC の施設整備状況について調査した結果、次のような施設改善や機材供

与の必要性が提案された。これらハード整備は、事前評価の結果を勘案したプロジェクト

協力内容の範囲と予算規模により、その必要性判断することとしたい。 

 ふ化場施設の改善（貯水水槽、コンクリート実験水槽、屋根、排水路など） 

 小規模ウエットラボの新設 

 養殖池の取水・排水路の補修 

 日本人専門家執務室の新設 

 取水・排水ポンプ、発電機、種苗配布用車両、水質分析機器、顕微鏡など 

なお、世銀 APIP（Agriculture Productivity Improvement Project）により研修生用宿舎、事務

棟、餌料製造室、研修用小規模ふ化場の整備が予定されている（2004 年 6 月までに最終承

認結果が判明するとのこと）。 

また、今回調査期間中には参加型 PCM ワークショップ（3 月 24 日～26 日、20 名参加）

も開催し、問題・目的分析を行い、その結果を参考に当該プロジェクトの PDM（案）を作

成した。その過程で上げられた「新しい養殖技術の開発：New Aquaculture Technologies are 

developed」については、当該プロジェクトの主要課題は「普及」であるとの共通理解の下、

独立した活動コンポーネントからは除外された（活動は５項目→４項目へ減）。しかしなが

ら、タイやヴェトナム等の周辺国で小規模で適正な種苗生産技術が開発されている魚種（パ

ンガシウス、ジャイアントグラミー、オニテナガエビ等）については、市場価値も高く裨

益効果も認められることから、プロジェクトの進捗に応じ対応を検討することとしたい。

また、水産局からは養殖魚において魚病（皮膚病や腹部膨満性等）の発生が認められるこ

とを踏まえ、魚病診断用のラボおよび機材についての要請があった。それに対し、ウイル

スや細菌等の魚病の特定は別途対応することとし、防疫的措置として必要となる簡易機材

を対象とする方針となる旨説明した。しかしながら BSPCR では世銀 APIP により魚病診断

用の機材が導入される計画であり、それら機材の内容、活用状況、管理体制などを考慮し

て、追加機材整備を検討することとする。
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